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費
の
負
担
保
険
で
あ
り
、
主
に
次

の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

フ
ェ
ア
・
フ
ァ
ー
マ
ケ
ア
：
Ｍ
Ｓ
Ｐ

と
は
別
に
、
自
ら
登
録
手
続
き
を

行
う
。
２
年
前
の
所
得
を
基
に
、

免
責
金
額
が
決
定
さ
れ
る
。
登
録

し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
免
責
金

額
は
決
定
さ
れ
ず
全
額
を
支
払
い

続
け
る
こ
と
に
な
る
。

負
担
割
合
：
免
責
金
額
ま
で
は

１
０
０
％
自
己
負
担
し
、
そ
れ

以
降
は
フ
ァ
ー
マ
ケ
ア
が
70
％

（
１
９
３
９
年
以
前
に
出
生
の
場
合

75
％
）
を
負
担
し
、
患
者
負
担
額

は
30
％
（
25
％
）
と
な
る
。
世
帯

年
間
最
大
額
が
あ
る
。
累
積
期
間

は
毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
。

負
担
対
象
薬
：
「
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
」

（
効
果
的
）
と
み
な
さ
れ
た
薬
が
対

象
と
な
る
。
効
果
が
同
じ
で
あ
れ

ば
、
値
段
の
安
い
方
の
薬
を
使
う
。

効
果
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
ブ
ラ
ン

ド
薬
（
先
発
医
薬
品
）
よ
り
も
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
薬
（
ブ
ラ
ン
ド
薬
と
同

じ
成
分
の
後
発
製
品
、
ブ
ラ
ン
ド

薬
よ
り
安
価
）
を
使
う
。
た
だ
し
、

「
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
」
の
条
件
は
年
に

よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。「
フ

ル
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
」
で
は
全
額

が
負
担
対
象
と
な
り
、「
パ
ー
シ
ャ

ル
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
」
で
は
同
種

同
効
の
フ
ル
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
薬

Ｍ
Ｓ
Ｐ
負
担
対
象
：
①
Ｍ
Ｓ
Ｐ
登

録
医
に
よ
る
診
察
、
②
妊
産
婦
検

診
、
③
眼
科
診
療
、
④
医
師
、
助

産
婦
、
足
治
療
専
門
医
、
歯
科
医
、

口
腔
外
科
医
な
ど
の
指
示
に
よ
り
、

認
定
施
設
で
行
う
Ｘ
線
、
血
液
検

査
な
ど
の
臨
床
検
査
な
ど
。

Ｍ
Ｓ
Ｐ
負
担
対
象
と
な
ら
な
い
も

の
：
①
医
学
的
な
必
要
性
を
認
め

な
い
治
療
（
例
：
美
容
整
形
）、
②

一
般
的
な
歯
科
サ
ー
ビ
ス
、
③
眼

鏡
、
補
聴
器
、
④
19
歳
か
ら
64
歳

の
定
期
眼
科
検
診
、
⑤
処
方
箋
薬

（
フ
ァ
ー
マ
ケ
ア
に
よ
る
負
担
が
可

能
）、
⑥
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク

治
療
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
療
法
、
自
然

療
法
、
理
学
療
法
、
非
外
科
的
足

病
治
療
（
Ｍ
Ｓ
Ｐ
の
保
険
料
補
助

を
受
け
て
い
る
人
に
は
Ｍ
Ｓ
Ｐ
が

部
分
的
に
補
助
）、
⑦
医
学
的
効

果
を
証
明
で
き
な
い
検
査
（
例
：

予
防
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
定
期
健
診

な
ど
）、
⑧
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
心
理

医
（
臨
床
心
理
士
）
ら
に
よ
る
サ
ー

ビ
ス
、
⑨
各
種
証
明
に
求
め
ら
れ

る
医
療
検
査
（
例
：
車
両
運
転
適

正
関
係
、
雇
用
関
係
、
移
民
関
係

な
ど
）。

３
．
フ
ァ
ー
マ
ケ
ア

　

フ
ァ
ー
マ
ケ
ア
は
、
Ｂ
Ｃ
州
で

２
０
０
３
年
よ
り
施
行
が
始
ま
っ

た
医
薬
品
費
な
ら
び
に
医
療
用
具

健
康
保
険
制
度
へ
の
高
い
関
心

　

講
座
開
催
当
日
、
会
場
と
な
っ

た
在
バ
ン
ク
ー
バ
ー
日
本
国
総
領

事
館
多
目
的
ホ
ー
ル
は
、
85
人

の
聴
衆
、
講
師
、
会
場
案
内
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
を
含
め
１
０
０

人
近
い
人
々
で
あ
ふ
れ
た
。
こ
の

日
の
Ｍ
Ｃ
を
務
め
た
ア
ン
デ
ィ
・

九
十
九
氏
は
開
会
の
辞
で
、「
申
し

込
み
を
さ
れ
て
も
座
席
の
都
合
に

よ
り
来
場
で
き
た
な
か
っ
た
方
が

ま
だ
30
人
ほ
ど
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ

と
か
ら
も
、
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
な
か
で
、
こ
の
講
座
の
テ
ー
マ

に
対
す
る
興
味
が
い
か
に
高
い
か

が
よ
く
分
か
り
ま
す
」
と
話
し
会

場
を
見
渡
し
た
。

　

日
加
ヘ
ル
ス
ケ
ア
協
会
理
事
長

で
フ
ァ
ミ
リ
ー
ド
ク
タ
ー
の
田
中

朝
絵
医
師
は
冒
頭
の
挨
拶
で
、「
国

が
変
わ
れ
ば
医
療
事
情
も
変
わ
り

ま
す
。
ご
自
分
や
ご
家
族
が
病
気

に
な
っ
た
と
き
の
た
め
に
も
、
そ

の
国
の
医
療
シ
ス
テ
ム
や
健
康
保

険
制
度
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
こ

は
、
指
定
さ
れ
た
薬
や
医
療
器
具

を
フ
ァ
ー
マ
ケ
ア
が
１
０
０
％
負

担
す
る
。
介
護
施
設
に
居
住
す
る

人
の
た
め
の
プ
ラ
ン
（
Ｂ
）、
州
か

ら
収
入
補
助
を
受
け
て
い
る
人
の

た
め
の
プ
ラ
ン
（
Ｃ
）、
嚢
胞
性
線

維
症
と
認
定
さ
れ
た
患
者
の
た
め

の
プ
ラ
ン
（
Ｄ
）、
障
害
児
を
家
庭

で
ケ
ア
す
る
ア
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
登
録
者
の
た
め
の
プ

ラ
ン
（
Ｆ
）、
精
神
科
専
門
医
の
治

療
を
受
け
て
い
る
人
の
た
め
の
プ

ラ
ン
（
Ｇ
）、
緩
和
医
療
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
も
と
に
あ
る
患
者
の
た
め
の

プ
ラ
ン
（
Ｐ
）。

４
．
医
薬
品
と
民
間
医
療
保
険

　

フ
ァ
ー
マ
ケ
ア
で
負
担
さ
れ
な

い
部
分
の
医
薬
品
費
に
は
、
職
場

や
個
人
で
加
入
を
行
う
民
間
の
医

療
保
険
に
よ
り
負
担
が
可
能
で
あ

る
。
エ
ク
ス
テ
ン
デ
ィ
ッ
ド
・
ケ

ア
・
プ
ラ
ン
（E

x
te

n
d
e
d
 C

a
re

 

P
la

n

）
と
呼
ば
れ
る
。

　

し
か
し
、
薬
局
で
の
支
払
い
が

な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、

免
責
金
額
、
負
担
割
合
、
請
求
方

法
な
ど
は
保
険
会
社
や
プ
ラ
ン
に

よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
職
場
の

担
当
者
や
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
会
社

に
問
い
合
わ
せ
、
確
認
を
行
う
こ

と
が
勧
め
ら
れ
る
。

Ｍ
Ｓ
Ｐ
適
用
外
の
医
療
費
へ
の

対
処

　

「
Ｍ
Ｓ
Ｐ
適
用
外
の
健
康
医
療

部
分
に
ど
う
対
処
す
る
か
」
で
は

諸
橋
講
師
が
、
Ｍ
Ｓ
Ｐ
や
フ
ァ
ー

マ
ケ
ア
で
負
担
さ
れ
な
い
医
療

費
へ
の
対
処
に
つ
い
て
の
講
演
を

行
っ
た
。

　

Ｍ
Ｓ
Ｐ
が
適
用
に
な
ら
な
い
例

と
し
て
は
、
歯
科
医
療
費
、
薬
代

を
は
じ
め
、
Ｂ
Ｃ
州
以
外
の
州
で

の
滞
在
が
３
カ
月
を
超
す
場
合
や

ケ
ベ
ッ
ク
州
で
発
生
し
た
医
療
費
、

救
急
車
の
使
用
も
当
て
は
ま
る
。

こ
れ
ら
の
支
払
い
に
備
え
て
は
、

民
間
の
保
険
へ
の
加
入
が
対
策
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

民
間
の
医
療
関
連
保
険
に
は
、

①
雇
用
者
用
の
団
体
保
険
、
②
団

体
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
個
人

の
た
め
の
個
人
健
康
保
険
、
③
事

業
主
向
け
の
保
険
な
ど
が
あ
り
、

各
種
プ
ラ
ン
や
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
あ

る
。

１
．
団
体
保
険

　

社
員
の
た
め
に
加
入
す
る
歯
科

医
療
保
険
、
超
過
医
療
保
険
な
ど

が
あ
る
。

　

団
体
保
険
に
加
入
し
て
い
て
、

同
時
に
フ
ァ
ー
マ
ケ
ア
へ
登
録
し

て
お
け
ば
、
フ
ァ
ー
マ
ケ
ア
の
負

担
額
に
は
上
限
が
あ
る
の
で
、
超

過
分
は
団
体
保
険
に
よ
る
負
担
が

可
能
で
あ
る
。

２
．
個
人
健
康
保
険

　

個
人
病
室
料
、
処
方
箋
薬
料
、

カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
タ
ー
、
マ
ッ
サ
ー

ジ
セ
ラ
ピ
ス
ト
な
ど
の
専
門
医
療

士
、
歯
科
治
療
費
な
ど
を
負
担
す

る
。
既
往
症
は
保
障
の
対
象
外
と

な
る
の
で
、
健
康
な
と
き
に
加
入

し
て
お
く
の
が
よ
い
。
ガ
ン
や
糖

尿
病
の
治
療
薬
な
ど
大
き
な
医
療

費
支
払
い
が
発
生
す
る
と
き
に
は

助
け
と
な
る
。

３
．
事
業
主
の
た
め
の
個
人
健
康

保
険

　

確
定
申
告
時
、
Ｍ
Ｓ
Ｐ
保
険
料

は
経
費
控
除
で
き
な
い
が
、
個
人

保
険
料
は
経
費
控
除
が
可
能
で
あ

る
。

　

事
業
主
に
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

医
療
費
実
費
還
付
制
度
が
あ
り
、

実
質
か
か
っ
た
医
療
費
を
会
社
経

費
と
し
て
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
年
間
の
限
度
額
が
な
い
の
で

有
利
で
あ
る
。

普
段
の
備
え
と
し
て
、
い
ざ
と

い
う
時
の
備
え
と
し
て

　

二
人
の
講
師
に
よ
る
講
義
終
了

後
は
、
質
疑
応
答
の
時
間
が
設
け

ら
れ
た
。
会
場
か
ら
は
多
く
の
挙

手
が
あ
り
、
年
金
受
給
者
の
た
め

の
効
果
的
な
医
療
保
険
に
つ
い
て
、

長
期
介
護
が
必
要
な
と
き
の
医
療

保
険
に
つ
い
て
、
家
族
に
よ
っ
て

カ
ナ
ダ
滞
在
期
間
が
異
な
る
家
庭

で
の
Ｍ
Ｓ
Ｐ
登
録
に
つ
い
て
な
ど

の
質
問
に
講
師
は
答
え
た
。

　

Ｂ
Ｃ
州
の
住
人
と
し
て
、
州
の

医
療
制
度
を
知
っ
て
お
き
、
Ｍ
Ｓ

Ｐ
に
加
入
し
て
お
く
こ
と
は
生
活

の
基
本
の
一
つ
と
も
い
え
る
だ
ろ

う
。さ
ら
に
、重
大
な
病
気
や
け
が
、

Ｍ
Ｓ
Ｐ
適
用
外
の
医
療
費
支
払
い
、

を
管
理
し
て
い
る
の
は
、
カ
ナ
ダ

政
府
の
ヘ
ル
ス
カ
ナ
ダ(H

e
a
lth

 

C
a
n

a
d
a
)

で
あ
る
。
ヘ
ル
ス
カ

ナ
ダ
の
理
念
は
カ
ナ
ダ
・
ヘ
ル

ス
・
ア
ク
ト(C

a
n
a
d
a
 H

e
a
lth

 

A
c
t)

と
呼
ば
れ
、
次
の
よ
う
に

謳
っ
て
い
る
。

　

「
経
済
的
ま
た
は
そ
の
他
い
か

な
る
障
害
も
な
く
、
国
民
に
医
療

サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
約
束

す
る
」

「
カ
ナ
ダ
に
居
住
す
る
者
の
身
体

的
、
精
神
的
な
健
康
状
態
を
守
り
、

推
進
し
、
ま
た
回
復
に
努
め
る
」

（
訳
：
佐
藤
厚
）

　

実
際
に
医
療
シ
ス
テ
ム
を
運
営

し
て
い
る
の
は
州
政
府
で
あ
る
。

Ｂ
Ｃ
州
で
は
、
ヘ
ル
ス
サ
ー
ビ
ス

省
（B

C
 M

in
istry

 o
f H

e
a
lth

 

S
e
rv

ic
e
s

）
が
、Ｍ
Ｓ
Ｐ
や
フ
ァ
ー

マ
ケ
ア
を
含
め
た
医
療
サ
ー
ビ
ス

全
般
の
運
営
を
行
っ
て
い
る
。

２
．
Ｍ
Ｓ
Ｐ

　

Ｂ
Ｃ
州
の
Ｍ
Ｓ
Ｐ
に
は
主
に
次

の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

加
入
は
州
民
の
義
務
：
加
入
資
格

は
、
Ｂ
Ｃ
州
に
居
住
す
る
者
ま
た

は
居
宅
が
あ
る
者
、
カ
ナ
ダ
の
市

民
権
ま
た
は
法
的
に
移
民
し
た

者
、
Ｍ
Ｓ
Ｐ
保
持
者
の
扶
養
家
族

で
あ
る
こ
と
。
職
場
・
組
合
な
ど

で
の
団
体
加
入
も
あ
る
。

ケ
ア
カ
ー
ド
（C

a
re

 C
a
rd

）
：
Ｍ

Ｓ
Ｐ
に
登
録
す
る
と
ケ
ア
カ
ー
ド

が
送
付
さ
れ
て
く
る
。
ケ
ア
カ
ー

ド
に
は
生
涯
有
効
な
パ
ー
ソ
ナ
ル
・

ヘ
ル
ス
・
ナ
ン
バ
ー
（P

e
rso

n
a
l 

H
e
a
lth

 N
u
m

b
e
r: 

Ｐ
Ｈ
Ｎ
）
が

刻
印
さ
れ
て
い
る
。

保
険
料
：
毎
月
、
独
身
57
ド
ル
、

二
人
家
族
１
０
２
ド
ル
、
三
人
以

上
の
家
族
１
１
４
ド
ル
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
所

得
に
応
じ
て
額
は
変
わ
る
。
保

険
料
の
取
り
扱
い
は
Ｂ
Ｃ
レ
ベ

ニ
ュ
ー
サ
ー
ビ
ス
（R

e
v

e
n

u
e
 

S
e
rv

ic
e
s

）
が
行
っ
て
い
る
。

と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
」

と
今
回
の
講
座
開
催
の
目
的
を
話

し
た
。

　

ま
た
、
在
バ
ン
ク
ー
バ
ー
日
本

国
総
領
事
伊
藤
秀
樹
氏
は
挨
拶

で
、「
Ｂ
Ｃ
州
に
は
日
本
語
を
話
さ

れ
る
医
師
、
医
療
関
係
者
が
少
な

い
た
め
に
、
日
本
語
で
、
医
療
・

健
康
に
関
す
る
的
確
な
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
る
こ
と
や
、
カ
ナ
ダ
の

医
療
体
制
に
関
す
る
情
報
入
手
な

ど
が
切
実
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
講
座
を
通
し
て
、
Ｂ
Ｃ

州
の
医
療
、
健
康
サ
ー
ビ
ス
に
関

す
る
情
報
を
取
得
さ
れ
、
そ
れ
ら

の
サ
ー
ビ
ス
を
十
分
に
活
用
さ
れ

て
、
少
し
で
も
快
適
な
生
活
を
過

ご
さ
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り

し
ま
す
」
と
述
べ
、
同
時
に
当
講

座
開
催
に
あ
た
っ
て
の
日
加
ヘ
ル

ス
ケ
ア
協
会
の
尽
力
と
こ
れ
ま
で

の
活
動
に
敬
意
を
表
し
た
。

　

こ
の
あ
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
Ｂ

Ｃ
州
薬
剤
師
佐
藤
厚
氏
に
よ

る
「
Ｂ
Ｃ
州
の
健
康
保
険
制
度

（
Ｍ
Ｓ
Ｐ
）
と
医
薬
品
負
担
制
度

（P
h

a
rm

a
c
a
re

）
の
理
解
」、
カ

ナ
ダ
公
認
健
康
保
険
士
（
Ｒ
Ｈ
Ｕ
）

な
ら
び
に
公
認
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ

ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
（
Ｃ
Ｆ
Ｐ
）
諸
橋

富
雄
氏
に
よ
る
「
Ｍ
Ｓ
Ｐ
適
用
外

の
健
康
医
療
部
分
に
ど
う
対
処
す

る
か
」
が
、会
場
正
面
の
ス
ク
リ
ー

ン
を
使
い
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
。

Ｂ

Ｃ

州

の

Ｍ

Ｓ

Ｐ

と

P
h
a
rm

a
c
a
re

　

佐
藤
講
師
は
、「
Ｂ
Ｃ
州
の
健

康
保
険
制
度
（
Ｍ
Ｓ
Ｐ
）
と
医
薬

品
負
担
制
度
（P

h
a
rm

a
c
a
re

）

の
理
解
」
を
、
①
カ
ナ
ダ
と
Ｂ
Ｃ

州
の
医
療
シ
ス
テ
ム
の
概
要
、
②

Ｍ
Ｓ
Ｐ
（M

e
d
ic

a
l S

e
r
v

ic
e
 

P
la

n

）、
③
フ
ァ
ー
マ
ケ
ア
、
③

医
薬
品
費
と
民
間
医
療
保
険
の
４

点
か
ら
話
し
た
。

１
．
カ
ナ
ダ
と
Ｂ
Ｃ
州
の
医
療
シ

ス
テ
ム
の
概
要

　

カ
ナ
ダ
の
医
療
シ
ス
テ
ム
全
体

突
然
の
思
わ
ぬ
事
態
に
備
え
、
一

人
ひ
と
り
が
、
家
族
の
た
め
に
も
、

医
療
を
め
ぐ
る
保
険
に
つ
い
て
今

一
度
真
剣
に
考
え
る
こ
と
を
促
さ

れ
る
有
意
義
な
講
座
で
あ
っ
た
。

（
取
材　

高
橋
百
合
）

ＢＣ州の健康保険制度はどうなっているのか。薬の購入に保険は

適用できるのか。健康保険適用外の医療費にはどう対処したら

よいのか。こんな疑問に答える講座が、４月９日金曜日、在バン

クーバー日本国総領事館で、午後４時から２時間半にわたり開催

された。生活に密着したテーマの講義内容に、会場をうめた聴

衆は熱心に耳を傾けた。

講演中の佐藤氏

 講演中の諸橋氏

BC 州薬剤師　佐藤厚氏
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ま
で
の
金
額
が
負

担
さ
れ
る
。

ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
ー
ソ

リ
テ
ィ
ー（S

p
e
cia

l 

A
u

th
o
rity

）
：

条
件
付
き
で
、「
ベ

ネ
フ
ィ
ッ
ト
」
で
は

な
い
薬
で
も
「
ベ

ネ
フ
ィ
ッ
ト
」
の

薬
と
し
て
み
な
し
、

免
責
金
額
以
降
が

負
担
さ
れ
る
。

プ
ラ
ン
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、

Ｆ
、
Ｇ
、
Ｐ
：
以
下

の
六
つ
の
プ
ラ
ン
で

●ＢＣ州ＭＳＰについての問い合わせ

月曜〜金曜、午前８時〜午後４時半

Toll-free： １–８００–６６３–７１００

ウェブサイト：http://www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/contacts.html 

●日加ヘルスケア協会への問い合わせ

（佐藤氏、諸橋氏への問い合わせには宛先を明記のこと）

Email: office@nikkahealthcare.org

ウェブサイト：http://www.nikkahealth.org/contact.html

日加ヘルスケア協会・在バンクーバー日本国総領事館共催
　健康講座

　「ＢＣ州の健康保険・医薬品制度を理解し、
　　　　　　　　　　　　ＭＳＰ適用外保険も考える」


